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社会福祉法人 山形県社会福祉協議会 

１．貸付制度の目的 

この制度は、進学や就職により児童養護施設等を退所した方等が、安定した生活基盤を

築けるよう家賃相当額の貸付や生活費の貸付を行い円滑な自立を支援することを目的に

しています。また、児童養護施設等に入所中の方等に、就職に必要な資格を取得するため

の費用の貸付を行い円滑な自立を支援することを目的にしています。 

 

２．貸付の対象者、貸付金額、貸付期間 

 （１）生活支援費≪進学した方のみ対象≫ 

次の要件をすべて満たす方を貸付対象とします。 

   ①学校教育法に定められた大学等に在学する方。（以下「進学者」という。） 

   ②大学等への進学を機に山形県内の児童養護施設等を退所した方または里親等の委

託を解除された方。措置延長後に山形県内の児童養護施設等を退所または里親等へ

の委託が解除された大学等在学中の方（以下「措置延長後退所者・解除者」という）。 

   ③保護者等からの経済的な支援が見込まれない方。 

  貸付金額：原則、月額 5 万円。 

  貸付期間：進学者は大学等に在学する期間。 

    ※医療機関を定期的に受診する方は、貸付期間のうち２年間までは医療

費などの実費相当額を貸付額に追加することができます。 

  

（２）家賃支援費≪進学者、就職した方が対象≫ 

   ①進学者 次の要件をすべて満たす方を貸付対象とします。 

１）大学等に在学する方。 

２）山形県内の児童養護施設等を退所した方または里親等の委託を解除された方 

  または措置延長後退所者・解除者。 

  ②就職者 次の要件をすべて満たす方を貸付対象とします。 

    １）就職を機に山形県内の児童養護施設等を退所または里親等への委託が解除され

た方。山形県内の児童養護施設等に入所中または里親等へ委託中に就職し、就

業を継続している間に児童養護施設等を退所または里親等への委託解除とな

った方（以下「就職者」）とする。 

    ２）雇用保険の適用基準である「１週間の所定労働時間が２０時間」以上である方。 

   ③進学者・就職者共通 

１）保護者等からの経済的な支援が見込まれない方。 

貸付金額：家賃貸付として１か月あたりの家賃相当額（管理費および共益費を含む。） 

（生活保護制度における当該地域の住宅扶助額を上限） 

家賃や生活費、資格取得のための資金が借りられます！ 
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   貸付期間：進学者は大学等に在学する期間（正規の修学期間）。就職者は最大２年。 

         

 （３）資格取得支援費 

次のいずれかの要件を満たし、就職に必要となる資格の取得を希望する方を貸付対

象とします。（以下「資格取得希望者」という。） 

①山形県内の児童養護施設等に入所中または里親などに委託中の方。 

②山形県内の児童養護施設等を退所した方または里親等への委託を解除された方。 

貸付金額：資格取得に要する費用の実費とし、２５０，０００円を上限。 

 

３．貸付方法及び貸付利子 

（１）貸付方法 

  貸付対象者は、児童養護施設等の退所又は里親等の委託解除から 5 年以内であれば貸

付の申請をすることができますが、生活支援費、家賃支援費、資格取得支援費の申請はそ

れぞれ 1 回までです。 

（２）貸付利子 

貸付利子は無利子です。ただし、返還期限を過ぎた場合は延滞利子（年 3.0%）を徴収

します。 

 

４．貸付金の交付 

生活支援費と家賃支援費は原則として年に６回、２ヶ月分毎の分割交付とします。資格

取得支援費は一括で交付します。ただし、県社協会長が必要があると認めるときは、毎月

その月額に相当する額を交付することができるものとします。 

 

５．連帯保証人 

連帯保証人は原則として１名必要です。ただし、連帯保証人を立てない場合でも、貸付

を受けることができます。 

 

６．返還の免除 

  貸付を受けた方が以下の要件を満たした場合には、貸付金の返還が免除されます。 

 （１）進学者・・・大学等を卒業した日から１年以内に就職し、かつ、５年間引き続き就

業を継続したとき 

 （２）就職者・・・就職した日から５年間引き続き就業を継続したとき 

 （３）資格取得希望者・・・就職した日から２年間（大学等へ進学した後に資格取得の貸

し付けを受けた場合には、大学等を卒業した日から１年以内

に就職し、かつ、２年間）引き続き就業を継続したとき 

 

７．申請の手続き方法 

自立支援資金の貸付を希望する方は、児童養護施設等または児童相談所等を経由して、

下記の「申請先・問い合わせ先」に申請してください。 
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（１）３つの支援費共通 

 ①要保護児童自立支援資金貸付申請書（別記様式第１号） 

 ②住民票謄本（世帯全員のもの） 

 ③親権者等の同意書（別記様式第２号）  ④の意見書がある場合、省略可 

④県社協要綱第４条の１に定める児童養護施設等の施設長（里親等委託の場合は児童相

談所長）の意見書（別記様式第３号または別記様式第４号） 

 ⑤連帯保証人の収入を証明する書類（源泉徴収票等直近の年間収入額がわかるもの） 

⑥要保護児童自立支援資金個人情報取扱同意書（別記様式第５号） 

⑦返信用封筒（サイズは角２。申請結果通知先住所記入のこと） 

⑧連帯保証人がいる場合は、収入印紙（200 円）を貸付申請書に貼付し消印してくだ

さい。 

 

（２）生活支援費 

①大学等に在学していることを証する書類（任意様式。在学証明書等） 

②在学している大学等で発行する学生証の写し 

③児童相談所長の意見書（別記様式第４号） 

④進学または就職により児童養護施設等を退所したことまたは里親等の委託を解除さ

れたことを証明する書類（入所（委託）措置解除決定通知書の写し） 

  ※医療費などの実費相当額の貸付を希望する場合は、医療費の自己負担額がわかる書類

の写しを提出してください。 

 

（３）家賃支援費 

①進学者・就職者共通 

１）児童相談所長の意見書（別記様式第４号） 

２）進学または就職により児童養護施設等を退所したことまたは里親等の委託を解 

除されたことを証明する書類（入所（委託）措置解除決定通知書の写し） 

３）１か月当たりの家賃相当額を証する書類（賃貸契約書等）の写し 

②進学者 

１）大学等に在学していることを証する書類（任意様式。在学証明書等） 

２）在学している大学等で発行する学生証の写し。 

 ③就職者 

１）在職証明書（別記様式第６号。勤務形態・勤務時間等が分かるものであれば任意 

様式で可） 

２）家賃支援費所要額調書（別記様式第７号。家賃等から住宅手当等を除いた額が分か 

る書類） 

 

（４）資格取得支援費 

①取得を希望する資格と当該資格取得に係る経費が分かる書類 

②資格取得支援費所要額調書（別記様式第８号） 
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８．申請の結果 

申請書類を審査し、貸付の決定または不承認について申請者あてに通知します。貸付が

決定した方には借用書等を提出していただきます。 

 

９．申請先・問い合わせ先 

〒９９０－００２１ 山形市小白川町２－３－３１ 

社会福祉法人山形県社会福祉協議会地域福祉部 要保護児童自立支援資金貸付担当 

℡０２３－６２２－５６９９  

※「７．申請の手続き方法」に示した各種様式は下記アドレスからダウンロードできます。 

トップページ「各種事業のご案内・ご相談」→「要保護児童自立支援資金」をご覧ください。 

http://www.ymgt-shakyo.or.jp/                              
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